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研究成果の概要（和文）：「先住民族の権利に関する国連宣言」は、世界の先住民族にとって共

通に必要な権利を謳うとともに、個々の先住民族及び関係する国家の実情に応じた権利実現を

認めている。２００８年に国会及び政府はアイヌ民族を先住民族と認めたが、日本及びアイヌ

民族の実情に応じた権利実現のあり方としては、憲法１３条の「個人の尊重」を基本とし、個

人としてのアイヌがアイヌとしてのアイデンティティの保持を積極的に選択できる社会の実現

を目標とすべきである。

研究成果の概要（英文）：“UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples” enumerates individual
and group rights necessary for the indigenous peoples in general. It also recognizes each and every
indigenous peoples and countries to seek to realize the Declaration’s rights according to their concrete
conditions. Japanese parliament and government finally recognized the Ainu people to be the indigenous
people of northern Japan in 2008. Based on intensive and interdisciplinary research, we assert that
Japan’s new Ainu policy should be based on the Article 13 of the Japanese Constitution stipulating
respect for individuality and its purpose should be the materialization of a society where an ethnic Ainu
can freely live with Ainu’s identity.
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１．研究開始当初の背景
研究を開始した初年度（2007 年）9 月に「先

住民族の権利に関する国連宣言」が国連総会
において採択され、その実現が現実的課題と
なった。さらに翌 2008 年 6 月には、衆参両
院が「アイヌ民族を先住民族とすることを求
める決議」を全会一致で採択し、さらにこれ
を受けて内閣官房長官が、アイヌ民族が先住

民族であるとの認識の下に総合的なアイヌ
政策を実現するとの声明を発表し、そのため
に必要な検討を行うために「アイヌ政策のあ
り方に関する有識者懇談会」を設置した。加
えて研究代表者（常本）が同懇談会委員に任
命されたため、本研究は、同懇談会における
審議と並行して、我が国において国連宣言を
参照しつつ策定される先住民族政策の具体
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的検討と関連させつつ遂行することとした。

２．研究の目的
本研究は、自らを先住民と認識する人々の

福利の実現にとって、先住民族のコンセプト
がいかに有効性をもちうるか、そして、先住
民としてのアイデンティティを維持しつつ
主流社会との互恵的関係をいかに構築しう
るかという問題関心に立ちつつ、「先住民族
の権利に関する国連宣言」の日本における実
現可能性を具体的な手がかりとして、公法学
を中心としつつ、基礎法学及び政治学、並び
に文化人類学などの関連諸科学の関与、さら
にアイヌ民族の主体的参加を得て、「先住民
族」のコンセプトを再検討するとともに、具
体の民族のあり方を踏まえて、当該民族にと
って最適な権利及び政策とそれを支える法
的・政治的理論を総合した新しい先住民族法
学の構築を念頭に置きつつ、直接には日本及
びアイヌ民族にとって最適な国連宣言の受
容のあり方を探ることを目的とする。

３．研究の方法
これまでの先住民族研究は、従来の人類学

等の研究において明らかなように、民族を研
究対象としてのみとらえ、民族自身を調査・
研究の主体としてとらえる姿勢が十分では
なかったといわなければならない。しかし、
これは個人の尊厳と民族の誇りを害し、また
研究としても片面的なものとなる恐れが強
い。したがって、本研究を遂行するにあたっ
ては、アイヌ民族を中心とする先住民族の主
体的参加を求め、それらとの協議によって問
題意識を共有するとともに、研究対象、手法
についても先住民族の視点からの検討を踏
まえることにする。このように、研究のすべ
てのステージで国内外の先住民族の関与を
求め、さらに、そのプロセスを通じてアイヌ
民族自身による主体的研究の実現も図るこ
ととする。当然のことながら、これは本研究
の学術的純一性を損なうことをいささかも
意味しない。
上記の点に留意しつつ、研究の遂行にあた

っては、第１に、アイヌ民族は、先住性、被
支配性、歴史的連続性、自己認識という先住
民族の国際的標識を満たしていながら、主と
して文化的独自性と社会的・経済的平等性を
強調し、民族自決権等の主張よりも主流社会
との共生を重視するという点でユニークな
存在と見うるのであり、先住民族概念を再検
討する重要な契機を提供しているというこ
とができる。本研究は、この点に着目し、研
究の遂行にあたってアイヌ民族の存在と主
張を基盤とする。
第２に、研究の遂行を具体の民族のあり方

と正確にリンクさせるために文化人類学者
を研究分担者に加え、さらに、日頃から最も

密接にアイヌ民族・アイヌ文化と関わってい
る博物館学芸員の協力も得ることによって、
従来の先住民法研究に見られた理念先行の
研究に陥ることを避けるとともに、学術的客
観性を確保する。

４．研究成果
約 3 億 7,000 万人といわれる世界の先住民

族の生活の在り方、あるいはそれを取り巻く
環境はさまざまに異なっている。中南米で生
活している人々、あるいはアフリカにいる
人々、アジアにいる人々、北米にいる人々の
生活の在り方は均一ではないし、またその置
かれている状況も大きく異なっている。国連
宣言は、そういった多様な在り方を、いわば
包括するような権利のカタログと呼ぶこと
ができるように思われる。
国連宣言が全 46 条にわたる条文の中で規

定している権利を見ると、民族自決権や土
地・資源に対する権利から始まって、国籍あ
るいは民族籍に対する権利、あるいは集団虐
殺されない権利、子どもの強制的引き離しの
禁止、強制移住の禁止、さらに、医療に対す
る権利や、補償請求権、廃棄物処分の禁止、
開発計画に関する協議権、越境権、その他さ
まざまな権利が含まれている。これらの中に
は、アイヌ民族にも関係が深い権利も多数あ
るが、他方で、現状では必ずしも関連性が強
くないと思われる規定もないわけではない。
このことは、さまざまな民族の在り方の違い
を反映しているとも言えるであろう。
国際法学における通説に従えば、国連宣言

が主権国家を直ちに法的に拘束したり、国内
における裁判の規準になることは当分ない
というべきであろう。しかしながら、今次の
研究によって明らかになったことは、もし宣
言（の一部）が慣習国際法になると考える余
地があるならば、その部分については国際法
の国内適用という考え方により、国内でも法
的拘束力を持つという可能性があるという
ことであり、実際にその旨の判決をした国内
裁判所もあるということである。さらに、そ
れより大きな実際的意義は、政府が先住民族
との関係に関する基準を定立する、要するに
立法する際に、これが参照されるという点に
あると言えるだろう。これは、世界各国に共
通して、国内で先住民族に関する法律を作る
際、あるいは行政措置を行う際の参照すべき
規範という位置付けになることが、実際には
一番多いのではないかと思われる。それとも
う 1 つ忘れてはならない国連宣言の効果は、
先住民族問題に対する社会の関心を呼び起
こす契機になるということである。
実際に、国連宣言の採択が一つの大きな契

機となって日本政府がアイヌ民族を先住民
族と承認することに踏み切ったということ
ができるし、内閣官房長官の談話にあるよう



に、総合的なアイヌ政策の検討に当たって国
連宣言の関係条文を参照することが謳われ
たのである。
新しいアイヌ政策の総合的検討のために

内閣官房長官によって設置された「アイヌ政
策のあり方に関する有識者懇談会」の報告書
は、2009 年 7 月末に内閣官房長官に提出され
たが、その中では、「国連宣言は、先住民族
と国家にとって貴重な成果であり、法的拘束
力はないものの、先住民族に係る政策のあり
方の一般的な国際指針としての意義は大き
く、十分に尊重されなければならない。」と
する一方、「我が国としても、同宣言の関連
条項を参照しつつ、現代を生きるアイヌの
人々の意見に真摯に耳を傾けながら、我が国
及びアイヌの人々の実情に応じて、アイヌ政
策の確立に取り組んでいくべきである。」と
して、その基本姿勢を定め、そして、新しい
アイヌ政策の基盤は、（１）憲法 13 条が保障
する「個人の尊重」原理に求められるべきで
あること、（２）アイヌの血統を有する個人
が、アイヌとしてのアイデンティティを選択
するときに、それを可能とする環境を整備す
ることが「個人の尊重」にほかならないので
あり、その環境整備とは、個人のアイデンテ
ィティの形成にとって不可欠な（広義の）文
化の維持発展を意味すること、（３）そして
国の政策によって固有の文化に深刻な打撃
を受けた先住民族に対しては､国はその文化
復興に対して特別に強い責任を負うと考え
るべきこと、の 3 点に求められるべきであり、
そうすることこそが国と民族の実情に応じ
た国連宣言の国内的実現の方途であること
を明らかにした。
これは本研究の成果に基づく研究代表者

（常本）の意見を基本的に反映したものであ
り、その意義は学術的にも評価されており
（佐藤幸治『日本国憲法論』成文堂）、本研
究の最大の学術的・社会的貢献と言うことが
できる。
懇談会報告書を受けて、内閣官房長官は

2009 年 12 月に「アイヌ政策推進会議」を設
置して報告書の提言の具体化に関する検討
を行うこととし、研究代表者は再び委員とし
て関与することになった。同会議においても、
国連宣言の趣旨を参照しながら政策の具体
化を考えることとされており、本研究の成果
があらためて重要な意味を持つことになっ
た。上記の本研究の成果の方向性によれば、
我が国においては、歴史的な同化の経緯を踏
まえ、アイヌ民族としてのアイデンティティ
の強化と生活様式を含む広義の文化の振興
を第一段階として推進すべきであり、これに
よる基盤整備を経て、第二段階としての国連
宣言に含まれる先住民族の諸権利の具体的
実現を検討すべきであると判断される。

なお、「先住民族の権利に関する国連宣言」
に関するその後の大きな動きとして、2009 年
から 2010 年にかけて、採択時に反対したカ
ナダ、アメリカ、ニュージーランド、オース
トラリアが次々と宣言への賛成を表明した
ことが挙げられる。その背景には政権交代も
あるが、国内法との関係について精査した結
果、整合が可能との結論に至ったという事情
もある。これによって宣言の権威が一層高ま
ったといえるが、同時に、宣言が国内法と整
合しうる限りにおいて実現されうることが
再確認されたと言うことでもある。

我が国においても、アイヌ政策推進会議の
もとで今後も国内法と調和的に先住民族政
策を展開していくことになるが、その中で研
究代表者は、本研究の成果を踏まえ、国内法
の枠の中で国連宣言の内実の最大限の適切
な実現を図ることとしている。
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